
８８ 
 

 

 

令
和
五
年
十
二
月
四
日
提
出 

質

問

第

八

八

号 

       
 
 

重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
自
治
体
の
医
療
費
助
成
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
全
廃
す
べ
き

こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

大

石

あ

き

こ 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
自
治
体
の
医
療
費
助
成
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
全
廃
す
べ
き

こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

福
祉
医
療
費
助
成
は
、
こ
ど
も
、
ひ
と
り
親
、
障
害
者
が
必
要
な
医
療
に
か
か
る
た
め
の
経
済
的
支
援
と
し
て
、
全
て
の
自

治
体
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
本
来
は
、
国
の
事
業
と
し
て
行
う
べ
き
も
の
と
自
治
体
か
ら
も
強
く
要
望
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ

が
、
国
は
「
医
療
費
が
増
え
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
逆
に
国
庫
負
担
の
減
額
措
置
（
ペ
ナ
ル
テ
ィ
）
を
課
し
て
い
る
。 

 

政
府
は
、
二
〇
二
三
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
の
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
に
て
、
子
育
て
に
係
る
経
済
的
支
援
と
し

て
、
こ
ど
も
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
は
減
額
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。 

 

し
か
し
、
ひ
と
り
親
、
障
害
者
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
残
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
合
理
的
な
理
由
は
な
く
、
こ
ど
も

医
療
費
助
成
に
合
わ
せ
て
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

令
和
五
年
六
月
二
十
日
付
け
内
閣
衆
質
二
一
一
第
八
三
号
の
衆
議
院
議
員
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
自
治
体
の
重
度
心
身
障
害

者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
医
療
費
助
成
に
対
す
る
ぺ
ナ
ル
テ
ィ
を
全
廃
す
べ
き
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

で
は
、
「
「
重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
医
療
費
助
成
制
度
に
お
け
る
医
療
機
関
窓
口
無
料
化
（
現
物
給

付
）
」
に
係
る
減
額
調
整
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
に
与
え
る
影
響
や
医
療
費
助
成
の



 

２ 

 

実
施
状
況
等
に
差
が
あ
る
中
で
限
ら
れ
た
財
源
を
公
平
に
配
分
す
る
観
点
か
ら
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
が
、
「
医
療
費
助
成
の
実
施
状
況
等
に
差
が
あ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
確
認
し
て
い
る
の
か
。
国
は
い
つ
調
査

を
し
た
の
か
。 

二 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
の
天
畠
議
員
質
問
に
対
し
、
こ
ど
も
医
療
費
に
つ
い
て
は
「
お
お
む

ね
全
て
の
地
方
自
治
体
で
子
供
医
療
費
助
成
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
自
治
体
独
自
の
少
子
化
対
策
の
取
組

を
支
援
す
る
観
点
」
か
ら
減
額
措
置
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
一
方
、
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
「
各
自
治
体
独
自
の
医

療
費
助
成
に
は
、
給
付
の
方
法
や
対
象
範
囲
を
含
め
実
施
状
況
等
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
関
し
て
は
慎
重
な
検
討

が
必
要
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
の
「
実
施
状
況
等
の
差
が
あ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
確
認
し
て
い
る
の
か
。
国

は
い
つ
調
査
を
し
た
の
か
。 

三 

こ
ど
も
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
「
自
治
体
独
自
の
少
子
化
対
策
の
取
組
を
支
援
す
る
観
点
」
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
同
様

に
障
害
者
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
「
自
治
体
独
自
の
障
害
者
福
祉
の
取
組
を
支
援
す
る
観
点
」
は
な
い
の
か
。 

四 

厚
生
労
働
省
は
、
令
和
五
年
九
月
七
日
第
一
六
七
回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
に
提
出
し
た
資
料
で
は
、
こ
ど
も

医
療
費
助
成
に
係
る
減
額
調
整
措
置
の
廃
止
に
つ
い
て
、
「
小
学
生
ま
で
は
ほ
ぼ
百
％
、
中
学
生
ま
で
も
九
十
六
％
以
上
の
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市
町
村
が
何
ら
か
の
医
療
費
助
成
を
実
施
。
ま
た
、
高
校
生
（
十
八
歳
未
満
）
ま
で
は
、
人
口
比
で
、
約
九
割
の
こ
ど
も
が

医
療
費
助
成
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
全
国
の
自
治
体
に
お
け
る
医
療
費
助
成
の
取
組
状
況
等
を
踏
ま
え
、
市
町

村
の
助
成
内
容
（
自
己
負
担
や
所
得
制
限
の
有
無
等
）
を
問
わ
ず
、
十
八
歳
未
満
ま
で
の
こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
係
る
減

額
調
整
措
置
を
廃
止
す
る
」
と
、
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
実
施
状
況
等
に
差
が
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
子
化

対
策
の
支
援
と
い
う
政
策
判
断
か
ら
ペ
ナ
ル
テ
ィ
廃
止
を
決
め
て
い
る
。
障
害
者
医
療
費
助
成
も
、
都
道
府
県
・
市
町
村
ご

と
に
、
対
象
者
、
自
己
負
担
の
有
無
、
所
得
制
限
の
有
無
な
ど
の
違
い
は
あ
る
が
、
身
体
一
級
・
二
級
ま
で
は
四
十
七
都
道

府
県
す
べ
て
で
実
施
さ
れ
て
い
る
（
令
和
五
年
度
の
埼
玉
県
調
査
に
よ
る
）
。
こ
の
実
施
状
況
は
確
認
し
て
い
る
か
。 

五 

四
の
全
国
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
障
害
者
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
廃
止
に
つ
い
て
調
査
、
検
討
す
ら
し

な
い
合
理
的
理
由
は
何
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


